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▼はじめに －共同研究プロジェクト発足の経緯と目的－ 

 『一般財団法人あすのば・日本大学共同研究 都道府県別子どもの貧困対策計画「見える

化」プロジェクト』（以下、共同研究プロジェクト。期間は２０１５年１０月～２０１６年

３月を予定）は、子どもの貧困対策センターの本格始動に向けて準備を進める一般財団法人

あすのばの事務局長・村尾と、日本大学文理学部教育学科准教授・内閣府子どもの貧困対策

に関する有識者会議構成員の末冨を中心として２０１５年１０月に発足された。 

この共同研究プロジェクトは、子どもの貧困対策の推進に関する法律（以下、子どもの貧

困対策法）において「都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対

策についての計画（次項において「計画」という。）を定めるよう努めるものとする。」（第

九条）および「都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。」（第九条第２項）に基づき、計画の策定が努力義務とされている都道府県

の策定状況および計画の内容を調査・分析し、地方自治体における子どもの貧困対策の実態

把握と今後の対策推進につなげることを主たる目的としている。 

本稿は、共同研究プロジェクトの中間報告として２０１５年１１月に実施した都道府県

別の対策計画策定状況の調査結果をとりまとめたものである。今後は首都大学東京・阿部彩

教授とも連携し、策定された対策計画の内容について検証・分析を行う。なお、共同研究プ

ロジェクトにおいて末冨教育学演習ゼミとあすのば学生有志にも多大な協力をいただいて

おり、この場を借りて心から御礼を申し上げたい。 

～子どもの貧困対策法成立から現在までの流れ～ 
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末冨教育学演習ゼミ・あすのば学生有志 一同 

２０１３年６月 子どもの貧困対策の推進に関する法律 成立 

２０１４年１月 子どもの貧困対策の推進に関する法律 施行 

２０１４年８月 子供の貧困対策に関する大綱 閣議決定 

２０１５年現在 都道府県・市区町村で計画が策定され始める 
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▼調査結果 －４割の都道府県が子どもの貧困対策単独計画を未策定－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査の結果、子どもの貧困対策単独計画として策定済みの都道府県は４７都道府県中６

府県（神奈川県・京都府・鳥取県・島根県・山口県・香川県）で、子どもの貧困対策単独

計画として策定予定の都道府県は４７都道府県中２２道県である。また、子ども・子育て

等総合計画の中で子どもの貧困対策計画を策定済みの都道府県は４７都道府県中１６府県

で、子ども・子育て等総合計画の中で子どもの貧困対策計画を策定予定の都道府県は４７

都道府県中２県（福島県・鹿児島県）である。なお、策定予定なしの都道府県は東京都の

みとなっている。 

 従って、子どもの貧困対策単独計画として策定済み・策定予定の都道府県は２８道府県

（５９．６％）、子ども・子育て等総合計画の中で策定済み・策定予定および策定予定な

しの都道府県は１９都道府県（４０．４％）という結果となった。 
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▼調査結果 －北海道・東北地方－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       〇 ０ 

                       △ ６ 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形 

                       ★ ０ 

                       ☆ １ 福島 

                       × ０ 

 

 

 北海道・東北地方においては福島県を除く、１道５県（北海道・青森県・岩手県・宮城

県・秋田県・山形県）が子どもの貧困対策単独計画として策定予定である。福島県は「ふ

くしま新生夢プラン」の中に子どもの貧困対策計画を策定予定となっている。 
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▼調査結果 －関東地方－ 

 関東地方においては、神奈川県が子どもの貧困対 

策単独計画として策定済みである。また、千葉県・ 

茨城県・群馬県の３県が単独計画として策定予定。 

 栃木県は「とちぎ子ども・子育て支援プラン」、 

埼玉県は「埼玉県子育て応援行動計画」の中に子ど 

もの貧困対策計画を策定済みとなっている。 

 東京都は４７都道府県で唯一、策定予定がない結 

果となった。 

 

〇 １ 神奈川 

△ ３ 千葉・茨城・群馬 

★ ２ 栃木・埼玉 

☆ ０ 

× １ 東京 

 

▼調査結果 －東海・北陸地方－ 

 東海・北陸地方においては、新潟県・山 

梨県・静岡県・三重県の４県が子どもの貧 

困対策単独計画として策定予定である。 

 富山県・石川県・福井県・長野県・岐阜 

県・愛知県の６県は各県子ども・子育て等 

総合計画の中に子どもの貧困対策計画を策 

定済みである。 

 東海・北陸地方は、全国の地方において 

子ども・子育て等総合計画の中に子どもの 

貧困対策計画を策定済みとなっている一番 

多い地方だった。 

〇 ０ 

△ ４ 新潟・山梨・静岡・三重 

★ ６ 富山・石川・福井・長野・岐阜・愛知 

☆ ０ 

× ０ 
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▼調査結果 －関西地方－ 

 関西地方においては、京都府が子どもの貧困対策 

単独計画として策定済みである。また、奈良県・和 

歌山県の２県が単独計画として策定予定。 

 滋賀県・大阪府・兵庫県の１府２県が子ども・子 

育て等総合計画の中に子どもの貧困対策計画を策定 

済みとなっている。 

 

 〇 １ 京都 

 △ ２ 奈良・和歌山 

 ★ ３ 滋賀・大阪・兵庫 

 ☆ ０ 

 × ０ 

 

 

▼調査結果 －中国・四国地方－ 

 中国・四国地方においては、鳥取県・ 

島根県・山口県・香川県の４県が子ども 

の貧困対策単独計画として策定済み。ま 

た、高知県は単独計画として策定予定で 

ある。 

 岡山県・広島県・徳島県・愛媛県の４ 

県は子ども・子育て等総合計画の中に子 

どもの貧困対策計画を策定済み。 

 中国・四国地方は、全国の地方におい 

て子どもの貧困対策単独計画として策定 

済みの多い地方だった。 

 

 〇 ４ 鳥取・島根・山口・香川 

 △ １ 高知 

 ★ ４ 岡山・広島・徳島・愛媛 

 ☆ ０ 

 × ０ 
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▼調査結果 －九州・沖縄地方－ 

 九州・沖縄地方においては、福岡県・佐 

賀県・長崎県・大分県・宮崎県・沖縄県の 

６県が子どもの貧困対策単独計画として策 

定予定となっている。 

 熊本県は「くまもと子ども・子育てプラ 

ン」の中に子どもの貧困対策計画を策定済 

みで、鹿児島県は「新かごしま子ども未来 

プラン」の中に計画を策定予定である。 

〇 ０ 

 △ ６ 福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・沖縄 

 ★ １ 熊本 

 ☆ １ 鹿児島 

 × ０ 

▼さいごに －生まれ育つ地域によって左右されない対策推進が急務－ 

 子どもの貧困対策法には「この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって

左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備す

るとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目

的とする。」（第一条）とあるが、調査結果から４割の都道府県が子どもの貧困対策単独計

画として未策定という対策の明暗を分ける危機的状況となりつつあることが分かった。 

 各計画の内容についても主に調査を担当した末冨および学生は「平成２６年度に子ど

も・子育て等総合計画の中に子どもの貧困対策計画を策定済み（１６府県）の場合、早期

策定は評価できるが、子どもの貧困対策の具体的な政策・事業に充実の余地があるのでは

と考えられるケースもあった」と話す。また、末冨および学生からは「策定予定となって

いる２２道県の中には策定のための実態調査や検討会議実施など丁寧に向き合っている道

県もあるのではないか」という見解もあった。策定された内容に関する評価は首都大学東

京・阿部彩教授や１１月に設立された子ども・若者貧困研究センターなどとも連携し、引

き続き共同研究プロジェクトを通して検証・分析を続けていきたい。 

 一方で、一刻も早くこの危機的状況を打開し子どもの生まれ育つ地域によって左右され

ない対策を進めるためには、全国知事会から緊急提言もあった「子どもの貧困対策強化交

付金（仮称）」など今年度補正予算や次年度予算編成で十分な予算確保による国のリード

が欠かせない。また、地方自治体においてもアクションプラン・推進方針の策定や、子ど

もの貧困の調査を通した実態把握や対策の専門部署設置など前向きな姿勢に期待したい。

民間においても充実した政策・事業に向けて国や地方自治体に対して積極的にはたらきか

けることが必要だ。この共同研究プロジェクトを通して、更に社会全体で子どもの貧困へ

の関心や対策推進につながることを願う。（一般財団法人あすのば事務局長・村尾政樹） 


